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死刑制度廃止宣言に対する反対意見 
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　9 月 1 日朝日新聞夕刊に「死刑廃止 日弁連が宣言

案　冤罪や世界的な潮流考慮」と 10 月 6 日～ 7 日

に日本弁護士連合会（日弁連）が福井で大会を開催

することが報じられました。これに対し当会の幹事

にどう対処するかメ－ルで問い合わせしました。そ

の結果、急遽幹事会を 9 月 19 日に開催することに

なりました。検討の結果、当会としても、死刑制度

存置の意思表示をすべきだということになりました。

それをどう表現するかということになり、死刑制度

存置の必要性を当日参加する弁護士に訴えようとビ

ラ（写真参照）を作成し、配布しようということに

なりました。一方大会に参加できる幹事は？となり

ましたが、週日でもあり、何とか都合のつく幹事で

ビラ配りをしようということになりました。ビラも

多くの方々のご協力で何とか間に合い、6 日から配

布できました。ビラ配布要員として、10 月 5 日から

8 日朝まで東京から松村、渡辺、田村、粂（事務局）

が参加し、関西から士師、高橋（幸）、伊藤（裕）氏

が参加しました。岡村顧問は、日弁連の会員として、

弁護士として参加されました。今号は、2 日間にわ

たる人権大会を特集することにしました。

　ビラをただ配っても効果は少ないことが懸念され

ました。岡村顧問の発案で、富山県からチンドン屋

さんを呼び、鉦、太鼓、クラリネットで当会の幟と

一緒になり、6 日、7 日の２日間会場周辺を練り歩き

ながらビラを配ることにしました。黙ってビラを配

るよりは、かなり興味をもってビラを受け取ってく

れる弁護士さん、一般人が多かったようで効果は絶

大でした。（次頁に続く）

代表幹事　松村 恒夫
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死刑制度廃止宣言に対する反対意見
弁護士（あすの会 顧問）　岡村　勲

1. 私の立場

　私は、第一東京弁護士会会員であると同時に、被

害者遺族でもあります。遺族である弁護士の立場か

ら、意見を述べさせて頂きます。

2. 欺瞞

　宣言案ならびに提案理由書には、「犯罪被害者・遺

族が加害者を厳罰に処することを望むのは至極当然

であり、遺族感情にも常に配慮しなければならない」

とし、「犯罪被害者等基本法（以下基本法）を援用し

つつ、犯罪被害者・遺族に対する支援は、日弁連を

含む社会全体の重要な責務である。被害者支援と加

害者の社会復帰支援は、矛盾することのない重要な

課題である」と記載しております。

　しかし、日弁連の実際の行動は、加害者重視で貫

かれており、これは大きな欺瞞であると映ります。

3. 日弁連選出委員の反対

　基本法は、内閣官房長官を会長とする「犯罪被害

者等施策推進会議」を設置し、委員は官房長官以外

に、内閣総理大臣が指名する国務大臣及び、内閣総

理大臣が指名する被害者支援に優れた見識を有する

学識経験者 10 人の委員から構成されます。学識経

験者の一人は、日弁連から推薦されました。ところが、

日弁連推薦の委員は、検討会で、基本法の定める被

害者の刑事事件への参加に猛烈に反対し続けました。

日弁連は、刑事司法への被害者参加を潰すための刺

客を送り込んできた、更迭すべきだとの意見が委員

の間から出たほどです。

　被害者・遺族が苦しみの中で力を振り絞って運動

をした、刑事裁判における被害者参加、損害賠償命令、

凶悪犯罪に対する公訴時効廃止、延長、少年事件の

審判の傍聴などを審議する法制審議会でも、日弁連

委員はことごとく反対しました。被害者が裁判に入っ

てくると加害者が不利になる、法廷で嘘をつけなく

なる、と考えたからです。私たちは、被害者を裁判

に参加させ、裁判の当事者として扱えと言っている

だけで、加害者の権利を制限しようという考えは少

　6 日のシンポジウムは三部門に分かれており、そ

の第三部門が死刑制度廃止部門でした。一般参加も

可というので、会場で発言させてくれるよう日弁連

に事前に申し入れしました。しかし、質問状のみ受

け付け、発言は許されないということで、犯罪被害

者としての死刑制度存置の真意発信は困難と判断し、

質問状の提出は見送りました。

　シンポジウムでは、パネルデスカッション等があ

りましたが、登壇者は廃止論者のみであり、一方的

な廃止討議が行われました。又ビデオ参加であった

瀬戸内寂聴氏の「殺したがるバカども」という発言

が物議をかもすところとなりました。

　7 日の大会は、700 人の弁護士の参加で行われま

した。各部門会の報告が行われましたが、死刑制度

廃止宣言の第三部会の報告は時間を大幅に超過し、

予想以上の反対論と棄権の多さではありましたが、

死刑制度廃止宣言は採択されました。全弁護士のわ

ずか 2％弱の意見が日弁連全体の意思表示だという

ことには納得できません。

　大会を振り返り、大会宣言の採択には納得できな

いのはもちろんですが、それは日弁連内部の問題で

あり、我々では如何ともし難いのが現状です。しかし、

死刑制度の存置だけは何としても今後も国民に訴え

続けて行かなくてはならないと思った次第です。

　このような日弁連の大会でしたが、岡村顧問が大

会で述べられた死刑制度廃止反対の意見、参加した

会員の感想、VS フォーラム弁護士の意見などを特集

として今号のニュ－ズレタ－を発刊させていただき

ました。




